
私
た
ち
の
「
休
憩
時
間
」
は

法
律
・
府
条
例
・
地
教
委
規
則

で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ト
イ
レ
の
時
間
・
お
茶

を
飲
む
時
間
は
休
憩
時

間
か
ら
引
か
れ
る
？

答
え
は
Ｎ
Ｏ
で
す
。

労
働
基
準
法
第
34
条

「
①
使
用
者
は
、
労
働
時
間
が

６
時
間
を
超
え
る
場
合
に
お
い

て
は
少
く
と
も

45
分
（
中
略
）

の
休
憩
時
間
を
労
働
時
間
の
途

中
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
前
項
の
休
憩
時
間
は
、
一
斉

に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
後
略
＝
例
外
規
定
）

③
使
用
者
は
、
第
①
項
の
休
憩

時
間
を
自
由
に
利
用
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
れ
に
基
づ
き
、
大
阪
府
は

「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
」
（
府

勤
務
条
例
）
を
定
め
、
市
町
村

教
育
委
員
会
は
、
「
○
○
市

（
町
村
）
立
府
費
負
担
教
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等

に
関
す
る
規
則
」
に
同
趣
旨
の

内
容
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
規
定
は
、
「
休
憩
時
間

が
い
っ
さ
い
の
労
働
か
ら
解
放

さ
れ
る
（
勤
務
場
所
を
離
れ
て

も
よ
い
）
時
間
で
あ
り
、
勤
務

時
間
に
含
ま
れ
ず
、
給
与
の
支

払
い
を
受
け
な
い
時
間
で
あ
る
」

こ
と
に
由
来

し
ま
す
。

ト
イ
レ
に

行
く
時
間
や

お
茶
を
飲
む

時
間
は
勤
務
場
所
を
自
由
に
離

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

休
憩
時
間
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま

せ
ん
。

時
間
休
を
取
る
と
休
憩

時
間
も
無
く
な
る
？

答
え
は
Ｎ
Ｏ
で
す
。

②
の
例
外
規
定
は
労
働
基
準

法
改
悪
で
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
各
市
町
村
教
育

委
員
会
規
則
も
、
「
休
憩
時
間

は
、
校
長
が
、
午
前
11
時
か
ら

午
後
２
時
ま
で
の
間
に
置
く
も

の
と
す
る
。
」
を
原
則
と
し
、

「
校
長
は
、
学
校
運
営
上
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
ら
ず
休
憩
時
間

を
他
の
時
間
に
変
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
」
と
改
悪
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
か
ら
、
教
職
員
個
々

の
休
憩
時
間
が
校
長
か
ら
明
示

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

時
間
休
に
休
憩
時
間
を
連
続

取
得
す
る
こ
と
も
当
然
可
能
で

す
。（
上
表
参
照
）
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教育のつどい大阪２０１８ﾌ゚ ﾚ企画

実行委員長ｼﾞｪﾙﾄﾝから見えた

学校の子どもと先生
10月5日(金)19:00～

泉大津市勤勤労青少年ﾎｰﾑ

子どもと学校を追い詰める「新学習指導要領」は抜本的見直し。｢チャレンジテスト」は廃止。

時間休と休憩時間を連続取得する場合

（学校の勤務時間は「8:30～17:00」で

休憩時間を15:30～16:15と明示の場合）

①１時間休→15:15に退勤できる。

（内訳）15:15～15:30（時間休）★

15:30～16:15（休憩）

16:15～17:00（時間休）★

★を合計して１時間とｶｳﾝﾄする

②２時間休→14:15に退勤できる。

③３時間休→13:15に退勤できる。

④４時間休→12:15に退勤できる。

※上記は、明示されている休憩時間により異なりま

すので、自分の休憩時間を確認してください。

時間休（年休）取得の原則

①申請は本人が行う。

②１届け出において３分割まで可能

(例)朝20分＋昼20分＋夕20分＝１時間

文部科学省は、すでに２０１３年５月に「運動部活

動の指導のガイドライン」を出していますので、それ

以降に市町村単位または学校単位で「部活動ガイドラ

イン」を作成されているところも多いと思いますが、

この度、大阪府教育庁が「大阪府運動部活動の在り方

に関する方針」（部活動ガイドライン）を作成しまし

た。【下記は一部抜粋】

今後、市町村単位でガイドラインの作成（改定）が

行われた後、学校単位での作成（改訂）が予定されて

います。

３ 適切な休養日及び活動時間の設定【中学校】

○休養日の設定は以下の通りとする。

・学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日

（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場

合は、休養日を他の日に振り替える。）

・長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ること

ができるとともに、部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間

を設ける。

○１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む。以下同

じ。）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。


